
脱炭素の森づくりモデル事業実施要領 

 

  （趣旨） 

第１ この要領は、脱炭素の森づくりモデル事業（以下「本事業」という。）の実施に関

し、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）及び

脱炭素の森づくりモデル事業補助金交付要綱（令和７年１０月６日施行。以下「交付要

綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

  （事業計画） 

第２ 本事業の実施主体（以下「事業実施主体」という。）は、本事業の実施に当たって

は、当該実施年度における事業実施計画書を作成し、別に定める期日までに別記様式第

１号により、知事に協議するものとする。併せて、事業実施主体及び宮城県による、「本

事業による施業の実施後一定期間は皆伐を行わない」旨を規定した協定を締結するた

め、別記様式第２号により作成し、事業実施主体から所長を経由の上、知事に提出する

ものとする。 

２ 知事は、前項の規定により事業実施主体から協議及び提出があったときは、その内容

を審査の上、承認の可否及び協定の締結について決定するものとし、その旨を速やかに

当該事業実施主体に通知するものとする。 

 

 （対象要件等） 

第３ 本事業の対象要件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事業実施は、市町村有林に限る。 

（２）補助の対象とする造林用樹種は、特定母樹由来のスギ苗木（以下「スギ特定苗木」

という。）とする。なお、規格はコンテナ苗とし、「宮城県山林用主要苗木標準規格

（コンテナ苗）」定める規格の苗木を使用すること。 

（３）１施行地あたりの面積は１．０ヘクタール以上とする。なお、造林未済地等の植栽、

食害対策（食害防護資材（ネット）、忌避剤散布）、下刈り、除伐又は保育間伐が実

施されていない箇所であって、１箇所の面積が０．０１ヘクタール以上であるものは

除地とし、施業図にその位置及び面積を記載するとともに、補助対象面積には含めな

いものとする。 

（４）補植は補助対象外とする。 

（５）下刈りは原則１回刈りとし、３回目まで、かつ６年生以下を補助の対象とする。 

   なお、２回刈り、４回目以降又は７年生以上１０年生以下の下刈りについては、事

業計画の協議時に必要性が認められた場合のみ補助の対象とする。 

（６）人工造林の実施後に獣害被害が確認された場合、事業主体は被害状況を確認すると

ともに、獣害対策（防鹿柵等）を速やかに実施するものとする。 

   なお、１ヘクタールあたり５００本以上の獣害により残存木が１ヘクタールあたり

１，０００本未満となった場合は、防鹿柵等の設置と併せて、残存本数が１ヘクター

ルあたり１，０００本以上となるよう補植を実施するものとする。 

（７）除伐又は保育間伐を実施する場合は、過去５年以内に補助事業による除伐又は間伐



を実施していないこと。 

（８）除伐は、不用木を全て伐採すること。 

（９）除伐は、事業計画の協議時に必要性が認められた場合のみ補助の対象とする。（任 

意様式） 

（10）間伐率（本数）は、２０パーセント以上とする。また、一定の長さに玉切りの上、

流出しないように集積するか、移動等しないように等高線に平行に存置すること。 

 

（数量の管理等） 

第４ 事業実施主体は、面積及び防護柵の延長等の数量について、実測又は精度の高い既

存の図面により管理することを原則とする。 

   森林施業面積の単位はヘクタールとし、小数点第３位以下を切り捨てるものとする。

また、防護柵の延長の単位はメートルとし、小数点第１位以下を切り捨てるものとす

る。 

   なお、以下の方法で実施する場合については、記載事項に留意すること。 

（１）ポケットコンパス等による測量 

  ア 測点、方位角、高低角、斜距離、起点(ＢＰ)を測量野帳（参考様式第１号の例に

よる。）にとりまとめること。 

  イ 各測点に測点番号を表示した測点杭等を設置すること。 

（２）ＧＮＳＳ測量 

  ア ±１メートル以下(ＲＭＳ又は２ＤＲＭＳ)の測位精度を有するＧＮＳＳ受信機

(以下「受信機」という。）であり、ＤＧＰＳ等の補正方式を有した受信機を使う

こと。 

    なお、機器メーカーや第三者機関等による定期的な検定により、測位精度が担保

された受信機とすること。 

  イ 受信機の電源投入後は１分間以上その場で待機し、衛星情報を十分に取得した後

に観測を行い、観測時の捕捉衛星数が７衛星以上であることを確認する。 

   ウ 観測時のＤＯＰ値（ＰＤＯＰ又はＨＤＯＰ）が２以下、１測点につき、データ取

得間隔は１秒、観測回数は１０エポック以上であることを確認する。また、観測時

の精度が±３メートル以下（ＲＭＳ又は２ＤＲＭＳ）であることを確認する。 

   エ 観測結果は、測量野帳（参考様式第２号の例による。）にとりまとめること。 

（３）ＵＡＶ（ドローン等）による写真測量 

   ア 地上画素寸法が１画素あたり３０ミリメートル以下となる対地高度で撮影するよう

努めるものとする。ただし、当該高度で安全を確保できない場合は、地上画素寸法は

任意とする。 

  イ 撮影前に精度確認用の検証点(対空標識)を撮影区域内の上空の開けた箇所に、２

メートル以上の間隔で２箇所以上設置し、座標値を観測すること。 

    なお、座標値の観測が困難な場合は検証点間距離を計測する。また、基準点等の

既知点に検証点を設置する場合は、座標値の観測は不要とする。 

  ウ 撮影した写真によりオルソ画像を作成する。また、オルソ画像と併せて３次元点

群データを作成するよう努めるものとする。 



  エ 精度を確認するため、ＧＩＳ等によりオルソ画像上の検証点２点の座標値又は検

証点間距離を確認し、現地で確認した検証点の座標値又は検証点間距離との比較を

行うこと。ただし、許容される誤差は、座標値で３メートル以下、検証点間距離で

１００分の５以下とする。 

  オ ＵＡＶの離着陸箇所と撮影区域が離れており、撮影区域における検証点の設置が

困難な場合は、イ及びエを省略することができる。 

  カ 観測結果は、測量野帳（参考様式第３号の例による。）にとりまとめること。 

 なお、データの参照座標系は平面直角座標系（ＪＧＤ２０１１）の第１０系、面

積又は延長の計測は平面直角座標（デカルト座標）により実施するよう努めること。 

（４）精度の高い既存の図面の利用 

  ア 現地で測点杭等が確認できないときは、調査員から求められた場合等、必要に応

じて、現地で主要測点を復元するものとする。 

  イ 申請面積と図面の面積に差異がある場合には、原則として実測し、各測点に測点

番号を表示した測点杭等を設置すること。 

 

 （写真の撮影等） 

第５ 事業実施主体は、現地写真を撮影し管理するとともに、完成写真として取りまとめ

交付要綱に基づく事業実績報告書又は事業完了報告書（以下「事業実績報告書等」とい

う。）に添付するものとする。 

（１）写真撮影に当たっては、原則として写真データにＧＮＳＳによる位置情報が記録さ

れるよう撮影すること。 

（２）事業実施前、事業実施中及び事業完了後の状況写真は施行地ごとに撮影するものと

する。 

（３）写真の撮影方法等は、原則として、施行年度、事業箇所、施業内容（事業種、面積

・延長、間伐率等を含む）及び撮影年月日を明記した黒板等を入れ撮影する方法とし、

撮影位置及び方向を申請図面に記入する。 

（４）測点にはポール又は測棹を置き、延長、高さ等が確認できるよう撮影するものとす

る。 

（５）事業実施前及び完了後の全景写真は、同一箇所から全景が確認できるよう撮影する

ものとする。 

   なお、施行地の位置、区域及び現地状況が確認できる空中写真も可とする。 

（６）写真には必要に応じ説明文を付すとともに、ソフトウェア等を活用し適正に管理、

保存するよう努めるものとする。 

 

  （交付決定前着手） 

第６ 本事業への着手は、原則として規則第６条に規定する補助金の交付決定後に行うも

のとする。ただし、事業実施主体が、やむを得ない事由により交付決定前に本事業に着

手する必要がある場合において、あらかじめその旨を具体的に明記した交付決定前着手

届（別記様式第３号）により知事に届け出たときは、この限りでない。 

 



  （事業計画の変更） 

第７ 事業実施主体は、補助金の交付決定前に、既に承認された本事業の実施計画の内容

を変更しようとするときは、別記様式第４号により知事に協議し、その承認を受けるも

のとする。 

 

  （事業の完了） 

第８ 事業実施主体は、事業種目及び契約ごとの事業完了について、別記様式第５号によ

り所轄する地方振興事務所長又は地域事務所長（以下「所長」という。）に報告するも

のとする。ただし、交付要綱に基づき、事業実績報告書等を提出した場合は、この限り

でない。 

 

  （事業の確認調査） 

第９ 所長は、事業実績報告書等を受理したときは、次により確認調査を行うものとする。 

（１）確認調査を行う職員（以下「調査員」という。）は、所長が命ずる職員とする。 

（２）所長は、確認調査を行おうとするときは、別記様式第６号により事業実施主体に通

知するものとする。 

（３）確認調査は、事業実施主体が立会いの上で、行うものとする。 

（４）確認調査の結果、当該確認調査対象地がこの要領の規定に適合しないものであると

きは、完了と認めず、当該確認調査の対象事業年度内で調査員が定める期間内に 手直

しを命じ、再調査を行うものとする。 

（５）調査員は、調査後速やかに、造林未済地等の植栽、下刈り又は食害対策にあっては

別記様式第７－１号、除伐又は保育間伐にあっては別記様式７－２号、に結果を記入

し、別記様式第８号の確認調査復命書により所長に報告するものとする。 

 

 （事業の繰越） 

第１０ 事業実施主体は、本事業が当初の実施年度内に完了できないと判断した場合は、

別記様式第９号により、知事に当該事業の年度繰越（以下「繰越」という。）の申請を

し、その承認を受けるものとする。 

２ 事業実施主体は、前項に規定する繰越の承認を受けた場合で、かつ、年度内の出来高

がある場合は、当該承認を受けた事業に係る年度内の出来高調査を実施し、その結果を

別記様式第１０号により知事に報告するとともに、所長により確認を受けるものとす

る。 

 

 （生育状況及び保育経費調査） 

第１１ 事業実施主体は、植栽を実施してから５年ごとに１５年生まで事業施行地の生育

状況調査及び植栽後の保育経費調査を実施し、別記様式第１１号により知事に報告する

こと。生育状況調査は、１施行地あたり１プロット（１０メートル×１０メートル）以

上の標準地から計測すること。 

 

  （書類の提出部数及び経由） 



第１２  事業実施主体がこの要領により知事に提出する書類の部数は各１部とし、その提

出に当たっては、所長を経由するものとする。 

 

  （その他） 

第１３ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、別に

定める。 

 

 

       附 則 

１  この要領は、令和７年１０月６日から施行し、令和７年度の補助金に係る事業に適用

する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも係る事業にも適用するものとする。 

    

 


